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国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
（
兼
高
齢
受
給
者
証
）
の
更
新
の
お
知
ら
せ

現
在
、
雄
武
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
7
月
31
日
㈫
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

被
保
険
者
証
の
更
新
を
７
月
17
日
㈫
か

ら
７
月
31
日
㈫
ま
で
、
役
場
庁
舎
別
館
の

窓
口
に
お
い
て
行
い
ま
す
の
で
、
期
日
内

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
今
回
か
ら
70
歳
以
上
の
人
の
高

齢
受
給
者
証
が
被
保
険
者
証
と
一
体
化
と

な
り
ま
す
の
で
、
対
象
の
人
に
つ
い
て

は
、
被
保
険
者
証
交
付
の
際
に
確
認
願
い

ま
す
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
の
有
効
期
間
は
毎
年
８
月
１

日
か
ら
翌
年
の
７
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま

す
の
で
、
忘
れ
ず
に
更
新
の
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

更
新
手
続
き
の
注
意
点

険
者
証
、
在
学
証
明
書
（
本
年
度
入

学
で
、
す
で
に
提
出
し
て
い
る
人
は

不
要
）、
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

③
国
保
の
被
保
険
者
だ
っ
た
人
で
、現
在
、

他
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
必
ず
喪
失
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

④
世
帯
・
被
保
険
者
に
異
動
が
あ
っ
た
場

合
は
、
す
み
や
か
に
被
保
険
者
証
を

持
参
の
上
、
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

↑被保険者証（イメージ）

①
手
続
き
の
際
は
、
現
在
使
用
中
の
被
保

険
者
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

②
修
学
の
た
め
に
他
の
市
区
町
村
へ
転
出

し
た
学
生
が
被
保
険
者
証
を
引
き
続

き
使
用
す
る
に
は
、
届
け
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
手
続
き
の
際
は
被
保

現
在
使
用
中
の
減
額
認
定
証
（
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
）
は
、

有
効
期
限
が
本
年
７
月
31
日
㈫
を
も
っ
て

満
了
と
な
る
た
め
、
８
月
以
降
は
使
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
有
効
期
限
は
被
保
険

者
証
と
同
じ
く
１
年
間
で
す
。
引
き
続
き

交
付
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
中
に
減

額
認
定
証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１

日
か
ら
は
現
在
お
持
ち
の
だ
い
だ
い
色
の

減
額
認
定
証
を
破
棄
し
、
水
色
の
も
の
を

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
に
必
要
と
な

る
人
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
交
付
要
件
に

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
保
健
福
祉

課
保
険
給
付
係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
対
象
者
（
い
ず
れ
か
に
該
当
）

①
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

②�

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る
人
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

・�

世
帯
全
員
の
所
得
が
０
円
。（
公
的
年

金
収
入
の
み
の
場
合
、
受
給
額
が
80
万

円
以
下
）

・
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
。

被
保
険
者
証
の
更
新

現
在
使
用
中
の
被
保
険
者
証
は
、
有
効

期
限
が
本
年
７
月
31
日
㈫
を
も
っ
て
満
了

と
な
る
た
め
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
７
月
中
に
新
し
い
被
保
険

者
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
現
在
お
持
ち
の
黄
色
の
被

保
険
者
証
を
破
棄
し
、
桃
色
の
も
の
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

平
成
31
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま

す
。

※�

紛
失
し
た
と
き
や
汚
れ
た
と
き
は
再
交

付
し
ま
す
の
で
、
保
健
福
祉
課
保
険
給

付
係
ま
で
申
し
出
く
だ
さ
い
。

減
額
認
定
証
の
更
新

医
療
費
通
知
を
お
届
け
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
証
の
一
斉
更
新
の
お
知
ら
せ広

域
連
合
で
は
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の

医
療
費
総
額
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す

る
医
療
費
通
知
を
、
対
象
期
間
に
医
療
機

関
等
を
受
診
し
た
す
べ
て
の
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
へ
送
付
し
ま
す
。
発
送
時
期
は
、

９
月
下
旬
と
３
月
上
旬
の
年
２
回
で
す
。

※
こ
の
通
知
は
皆
さ
ん
の
受
診
状
況
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
請
求
書
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
こ
の
通
知
は
医
療
費
控
除
の
申
告
手
続

き
で
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医
療
費
控

除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、
税
務

署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
医
療
費
通
知
の
活
用

・�

医
療
費
の
推
移
が
一
目
で
わ
か
る
た
め

↑桃色の被保険者証（イメージ）

↑水色の減額認定証（イメージ）

ご
自
身
の
健
康
状
態
の
把
握
や
健
康

管
理
に
活
用
で
き
ま
す
。�

・
健
康
診
査
な
ど
、
皆
さ
ん
の
健
康
保
持

や
増
進
に
役
立
つ
情
報
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

・
診
療
日
数
等
に
間
違
い
が
な
い
か
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

問
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
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↑医療費通知（イメージ）


